
就業規則の見直し、ハラスメント対策もお任せください
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令和８年４月からの法改
正に必要な対応を専門家
がアドバイスします！！

テレワーク、副業・兼業など
時代の変化に合わせた就業規
則の見直しをサポートします

ハラスメント対策など　
相談対応や予防策に
ついて相談が可能です

相談会
労務個別

令和８年４月からの法改正に備える！

対象

日時

相談員 社会保険労務士

岩見沢商工会議所

5

申込Webフォーム

名

場所

定員

申込

岩見沢市内の事業所の方(これから岩見沢で創業をお考えの方もOK！)

日間
コース

中小・小規模事業者(会員・非会員問わず)

問合先
岩見沢商工会議所 TEL：0126-22-3445

参加費

無料

法改正になるけど
何をすればいいの？

就業規則の見直し
をサポートして
ほしい

採用・退職の
トラブル防止に
ついて相談したい

外国人の雇用
契約について
教えてほしい

事業所のみなさまへ

月2 日 (金) 10:00～16:00

(1社1時間)

(岩見沢市1条西1丁目)

(北海道働き方改革推進支援センター)

※事前予約制ですが、当日に予約キャンセルや空き時間が発生した場合は、
　当日申込でもご相談いただける場合がございます。お電話でお問合せください。

FAX：0126-22-3441(岩見沢市1条西1丁目)

(平日9:00～17:30)

申込Webフォームまたは
FAXでお申込みください

FAX: 0126-22-3441
https://forms.gle/UcUEDgmeGbQdrpf67
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